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１ はじめに 
消費者政策の計画的な推進を図るため、政府が長期的に講ずべき消費者政策の大綱であ

る「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）において、「消費者志向経営が基本認

識となる社会の実現に向け、消費者志向経営に取り組むことが、企業として社会的責任を果

たしていると消費者を始めとした多様な者から評価され、結果として、資金調達の円滑化そ

の他企業の持続的な価値向上につながるよう、取組を進めている事業者の情報を発信する

など、環境整備に取り組む。」とされたことを受け、消費者庁では令和２年５月に「消費者

志向経営の推進に関する有識者検討会」（以下「検討会」という。）を設置した。 

令和２年度の検討会での審議の結果、「持続可能な社会に貢献する」という目標の下、消

費者志向経営を「『消費者』と『共創・協働』して『社会価値』を向上させる経営」と定義

し、概念の整理、消費者志向経営優良事例表彰（以下「表彰」という。）の評価軸の作成を

行い、新しい表彰評価軸の下、令和２年度表彰の募集及び選考を行った。 

令和３年度の検討会では、令和３年５月から同年７月までに３回、令和２年度表彰の結

果を踏まえて、令和３年度表彰の枠組み及び評価方法の見直しについて審議を行い、昨年度

に新設した特別枠の継続に加え複数事業者協働取組枠を新設することや、設問内容を変更

すること等の結論を得た。（消費者志向経営の推進に関する有識者検討会中間報告書（令和

３年７月 20 日）取りまとめ） 

また、「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月 18日閣議決定）において「消費者志向

経営について、市場での資金調達の円滑化に向け ESG 投資等の考え方を踏まえた客観的な

評価基準や制度の在り方について検討し、2021年度内を目途に結論を得る。」とされたこと

も踏まえ、令和３年９月から令和４年３月までに５回、消費者志向経営の評価軸や普及拡大

の方向性等について審議を行い、結論を得た。 

以上の経過及び結果を報告書として取りまとめるものである。  
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２ 実施概要 
２．１ 実施概要 

今年度の検討会では令和３年度表彰に向け、表彰評価軸及び設問表の修正について検討

を行った。さらに令和４年度以降について、市場での資金調達の円滑化に向けて消費者志向

経営が普及拡大し市場から評価されるための方向性について、検討を行った。 

 

図表２-１ 「2021年度消費者志向経営の推進に関する有識者検討会」実施日と主な議

題 

 

２．２ 実施体制 

本検討会の実施体制として、学識経験者・事業者・消費者それぞれの立場からの意見を

施策に反映すべく、以下の有識者を委員とし、検討会を実施することとした。 

図表２-２ 本検討会の実施体制 
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３ 令和３年度表彰に向けた検討 
令和２年度表彰では、総合枠の応募要件の緩和や特別枠の新設により応募事業者数の増

加や応募業種の多様化に一定の効果はあったが、表彰評価軸の修正の必要性や他に対応す

べき点等、検討が必要な方向性も明らかとなった。また、中小企業及び B to B企業への消

費者志向経営の更なる普及促進を目的として、令和３年度表彰に向けての消費者志向経営

の概念の整理、表彰評価軸の見直し・検討及び設問表の見直し・検討を実施した。また、消

費者志向自主宣言事業者において外部事業者との連携による協業の仕組みの構築に課題が

あることが明らかとなったため、表彰の枠組みの見直し・検討を行い、複数事業者協働取組

枠を新設した。それぞれの見直し・検討の詳細は以下のとおりである。 

 

３．１ 令和３年度表彰における消費者志向経営の概念 

令和３年度表彰における消費者志向経営の定義は、令和２年度表彰と同様に第４期消費

者基本計画の記載にのっとり、「持続可能な社会に貢献する」ことを目標とし、消費者志向

経営を「『消費者』と『共創・協働』して『社会価値』を向上させる経営」と定義している。 

「消費者」「共創・協働」「社会価値」の定義及び実際の活動についても令和２年度表彰

と同様である。なお、「消費者」は「事業者が提供する商品・サービスを現在、若しくは将

来利用又は、関与する可能性のある主体」、「共創・協働」は「事業者が消費者との双方向コ

ミュニケーションにより消費者がワクワクする商品・サービス・体験を共有し、消費者と 

Win-Win の関係になること」、及び「社会価値」は「事業者が本業を通じて、地域や社会の

課題解決に寄与し、社会全体の持続可能性の向上を目指すことから生み出されるもの」と定

義している。 
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図表 ３-１ 消費者志向経営の定義 

 

従来の消費者志向経営との違いについても令和２年度と同様であるが、従来の活動では、

「法令の遵守／コーポレートガバナンスの強化をすること」に重きを置き、消費者保護やリ

スクを抑えることを重視していた。これに加え、SDGｓや地域創生といった社会価値の創出

が企業活動に求められるようになったため、新たな消費者志向経営においては 、「消費者」

と「共創・協働」する観点から、「みんなの声を聴き、かついかすこと」をより経営にいか

し、「未来・次世代のために取り組むこと」といった持続可能な社会へ貢献する活動にも重

きを置くようにした。新たな消費者志向経営の活動においては、リスク低減だけではなく、

事業の機会創出に結び付いていること、事業を通じて社会課題の解決に貢献していること、

更に短期的な視点だけではなく、中長期的な視点で消費者志向経営の活動計画を考えるこ

とを求めている。従来の消費者志向経営との違いについては以下のとおりである。 
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図表 ３-２ 従来の消費者志向経営との違い 

 

 

３．２ 令和３年度表彰の枠組みの検討 

令和２年度表彰では、特別枠の新設により応募事業者数の増加や応募業種の多様化に一

定の効果があった。しかし、回答票の結果から、外部との連携による協業の仕組みの構築及

び協業先の双方が良いと考える関係性の構築に課題があることが分かった。令和２年度表

彰の結果を踏まえて、１事業者での応募枠は総合枠及び特別枠の設定を継続し、新たに複数

事業者での応募枠を設定した。それぞれの応募枠について以下のように見直し・検討を行っ

た。 
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（１） １事業者での応募枠 

１事業者での応募、審査フローは図表 ３-３のとおりである。昨年度表彰から新設した

特別枠も含め、１事業者の応募による総合枠及び特別枠は継続することとした。総合枠は自

主宣言・フォローアップ活動を公表済みの事業者を対象とし、特別枠は自主宣言公表済み、

フォローアップ活動の公表予定の事業者と自主宣言公表予定の事業者を対象とする。 

 

図表 ３-３ １事業者での応募枠及び審査フロー 

 

 

総合枠及び特別枠の表彰の枠組みは図表 ３-４のとおりである。総合枠は令和２年度表

彰と同様に、消費者を向いた「経営」全体を見る表彰とし、大臣賞及び長官賞を設けること

にする。また、特別枠について、令和２年度表彰では「地域と共に生きる」、「新型コロナ時

代を生きる」と２つのテーマを設けた。令和３年度表彰も同様に、いくつかテーマを設定す

るとの考えもあったが、委員から明確に分けられないような活動もあるとの御意見及び、申

請者が自身の活動はどれに該当するのか分からないとの御意見があったことから、応募段

階では申請者に表彰部門を選択させず、選考の過程において、ある特定の領域において秀で

た取組を行っている企業を選考委員側で抽出し、表彰することとした。 

 

図表 ３-４ １事業者での応募枠の表彰の枠組みの変更点 
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（２） 複数事業者での応募枠 

複数事業者での応募及び審査フローは図表 ３-５のとおりである。令和２年度表彰の回

答票の結果から、選考委員会に残った応募企業においても残っていない応募企業において

も外部との連携による協業の仕組みの構築及び協業先の双方が良いと考える関係性の構築

に課題があることが分かったため、複数の事業者が連携して消費者の便宜向上を図るなど、

先進的な取組を促進する仕掛けとの意味合いを込めて、令和３年度表彰から試行的に、複数

事業者協働取組枠を設けて複数事業者での協業を表彰する仕組みを取り入れた。複数事業

者協働取組枠は、「自主宣言」又は「フォローアップ活動」公表事業者が１社以上参加され

ることを前提として、「自主宣言」又は「フォローアップ活動」を公表予定としている企業

との協業の取組でも応募の対象とした。また、総合枠又は特別枠と重複しての応募も可能と

した。 

 

図表 ３-５ 複数事業者での応募及び審査フロー 

 

 

複数事業者協働取組枠は、図表 ３-６のとおり選考委員長賞を設けて「複数事業者によ

る協働取組」を表彰することとした。 

 

図表 ３-６ 複数事業者での応募枠の表彰の枠組みの新設 

 

 

３．３ 令和３年度表彰の表彰評価軸の検討 

令和２年度表彰の表彰評価軸と令和３年度表彰の表彰評価軸の関係性は図表 ３-７のと

おりである。令和２年度表彰の表彰評価軸は「未来・次世代のために取り組むこと」、「みん

なの声を聴き、かついかすこと」、「双方向コミュニケーション」及び「法令遵守・コーポレ

ートガバナンスを強化すること」であったが、令和３年度表彰では「理念・推進体制の構築」、

「双方向コミュニケーション」、「外部との連携性」及び「経営に対する影響」を共通の評価

項目として整理し直し、「みんなの声を聴き、かついかすこと」、「未来・次世代のために取

り組むこと」及び「法令の遵守・コーポレートガバナンスの強化をすること」についてはそ
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れぞれ、評価項目の構成要素を変更した。令和２年度表彰からの主な変更点及び変更の理由

については以下のとおりである。 

 “コミットメント・現場力”を取組全体に対して求めたいことから、「理念・推進体

制の構築」に名称を変更し、共通の表彰評価軸に移管した。 

 “事業の継続性”に関して、「未来…」に限定せず全体として求めたいことから、「経

営に対する影響」に名称を変更し、共通の表彰評価軸に移管した。 

 “外部との連携性”に関して、「みんなの声…」「未来・次世代…」の両方で問うて

いることから、共通の表彰評価軸に移管した。 

 “消費者権利の保護”は、消費者の声を聴くに当たって最も基礎的な要素であるこ

とから、「みんなの声…」に移管した。 

 従業員への配慮に関する項目を求めたい意向から、「コンプライアンス/ガバナンス」

に風通しの良い風土作りをしているかどうかという要素を追加した。 

 

図表 ３-７ 令和２年度の表彰評価軸と令和３年度の表彰評価軸の関係 

 

 

各表彰評価軸で評価する事項を以下のとおり整理した。 

「理念・推進体制の構築」： 

 消費者志向経営の考え方や目標を理解し、企業理念に落とし込めているか。 

 消費者志向経営に経営トップが関わり、適切な推進体制が構築されているか。 

「双方向コミュニケーション」（共通）： 

 コミュニケーションを通じて自社の目指す姿、取組に消費者からの共感を得ること

を意識しているか。 

 消費者からの共感を取得、把握するための仕組みが構築されているか。 

「外部との連携性」： 
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 顧客の考えやニーズの把握のため顧客以外の関係者（従業員や有識者等）から意見

を収集する仕組み等があるか。 

 商品・サービスの提供及び社会課題の解決に向けて、顧客以外の関係者とのコミュ

ニケーションや連携を行っているか。 

「経営に対する影響」： 

 消費者志向経営に関する取組を通じて、企業経営に財務的/非財務的に良い影響が出

ているか。 

 未来に向けて、事業の継続性が担保されているか。 
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「みんなの声を聴き、かついかすこと」： 

 ”みんな“を主に現在の消費者（商品・サービスを利用又は関与する主体）と捉え、

共に社会価値を向上させることを念頭に彼らの声を把握しているか。 

 把握した声を基に自社の商品・サービスの改良・開発にいかしているか。 

「未来・次世代のために取り組むこと」： 

 主に未来の消費者（商品・サービスを将来利用又は関与する可能性のある主体）に

対して自社が目指す社会の姿を明確にし、それを実現する商品・サービスの開発が

行えているか。 

 上記商品・サービスと目指す社会の姿を結び付け、消費者の行動変容を促すことで、

社会・消費者・自社と Win-Winの関係が構築出来ているか。 

「法令遵守・コーポレートガバナンスを強化すること」： 

 事業活動を行う上で、法令及び企業倫理を遵守しているか。 

 事業活動を行う上で、風通しの良い風土作りができているか。 

 

図表 ３-８ 令和３年度の各表彰評価軸の設問の視点 

 
 

３．４ 令和３年度表彰の設問表の検討 

（１） 設問表の構成と全体像 

設問表の構成は図表 ３-９のとおりである。Ⅰ～Ⅳまで４章の設問で構成され、令和３

年度の表彰評価軸として定義した項目をそれぞれの章の中の設問の一部として位置付けた。

それぞれの章における設問構成は以下のとおりである。 
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Ⅰ．理念・推進体制の構築 

Ⅰ章は１部構成としている。 

 １．理念・推進体制については、（１）理念、（２）社内への浸透、（３）社外への発

信、（４）推進体制の視点で設問を設定している。 

 

Ⅱ．みんなの声を聴き、かついかすこと 

Ⅱ章は６部構成としている。 

 ２．消費者への安全・安心への配慮については、（１）消費者の安全・安心の確保、

（２）消費者への情報提供、（３）消費者の被害に対する補償の視点で設問を設定し

ている。 

 ３．顧客ニーズの把握、事業への活用については、（１）調査等による顧客ニーズの

明確化、（２）顧客以外の関係者との連携、（３）顧客ニーズの事業への活用、（４）

配慮すべき顧客への意識で設問を設定している。（２）については「外部との連携性」

の視点からの設問である。 

 ４．顧客との双方向コミュニケーションについては、（１）顧客への情報発信、共感

の獲得で設問を設定している。この設問は、「双方向コミュニケーション」の視点か

らの設問である。 

 ５．独自性・革新性については、（１）独自性のある取組、（２）革新性のある製品・

サービスで設問を設定している。 

 ６．経営に対する影響については、（１）財務的な影響、（２）経営に対するその他

の良い影響で設問を設定している。この両設問は「経営に対する影響」の視点から

の設問である。 

 

Ⅲ．未来・次世代のために取り組むこと 

Ⅲ章は４部構成としている。 

 ７．社会価値の創出については、（１）より良い社会を目指した商品・サービスの創

出、（２）社会貢献活動への取組、（３）顧客以外の関係者との連携で設問を設定し

ている。（３）については「外部との連携性」の視点からの設問である。 

 ８．消費者の行動変容については、（１）消費者の行動変容を起こす仕組み作り、（２）

消費者の行動変容の把握で設問を設定している。この両設問は「双方向コミュニケ

ーション」の視点からの設問である。 

 ９．事業の継続性については、（１）事業方針・計画への反映、（２）社会への影響、

（３）財務的な影響、（４）経営に対するその他の良い影響で設問を設定している。

この章の設問は「経営に関する影響」の視点からの設問である。 
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Ⅳ．法令の遵守／コーポレートガバナンスの強化をすること 

Ⅳ章は１部構成としている。 

 １０．法令の遵守／コーポレートガバナンスの強化については、（１）消費者関連法

令の遵守、（２）法令遵守体制の整備、コーポレートガバナンスの強化で設問を設定

している。 

 

図表 ３-９ 設問表の構成 

 

 

 

（２） 設問表の主な見直しのポイント 

令和２年度表彰の結果より、消費者志向経営への理解が乏しいまま回答している企業が

多くあり、特に中小企業や B to B企業への消費者志向経営への理解促進が課題として挙げ

られた。このような企業が回答しやすく、かつ回答しながら消費者志向経営の理解を深める

ことができるように、設問表の以下の変更を行った。 
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(ア) 説明文の追加による理解の促進 

図表 ３-10 のように、回答を進める際に消費者志向経営に求められている要素について

把握ができるよう、設問表の各項目において、どのようなことを本項目で聞くことを意図し

ているか説明文を追加した。 

 

図表 ３-10 設問における説明文の追加 

 

 

(イ) 設問の細分化による意図とは異なる回答の排除 

図表 ３-11 のように、設問を細分化して実施事項を確認することで、評価したい項目と

の意図とは異なるような回答を極力排除できるようにした。 

 

図表 ３-11 設問の細分化 
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回答を細分化することにより図表 ３-12 のように総合枠・特別枠の設問数は 30 問から

74 問へと増加したが、選択式の設問数を増加させることにより、回答することで消費者志

向経営の理解を促進し、かつ回答しやすいように配慮した。 

 

図表 ３-12 令和３年度の設問数 

 

 

(ウ) 事例の記載による回答への配慮 

回答が難しいことが想定される設問については、過去の回答を基に事例を記載し、なる

べく記載を頂けるように配慮した。 

 

図表 ３-13 事例の記載 
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(エ) B to B企業への配慮 

「B to B 企業にとっては、エンドユーザーと直接の接点が少なく、設問内容の「消費者」

や「顧客」といった言葉がエンドユーザーを指すのであれば、B to B企業にとっては答え

にくい」との御意見があった。消費者志向経営においては、顧客はエンドユーザーに限らず、

取引先への取組や取引先を通じたエンドユーザーや地域・社会・住民への取組も評価してお

り、その旨が分かるように図表 ３-14のような明確な注釈を記載した。 

 

図表 ３-14 顧客定義の記載 

 

 

また、図表 ３-15 のようにサービス業や金融業等にとっては回答が難しい設問もあり、

特定の業種以外には答えにくい設問も一部あるのではないかとの御意見より、回答項目に

「業種的に該当しない」の回答欄を追加した。 

 

図表 ３-15 「業種的に該当しない」の追加 
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３．５ 令和３年度表彰の選考 

（１） 総合枠及び特別枠の選考 

総合枠については、消費者を向いた「経営」全体を見る表彰であるため、選択肢及び自

由記述設問の全てを総合的に判断する。 

特別枠については、特定の領域における秀でた取組を選定する表彰であるが、消費者志

向経営の基本的な要件を満たす必要があることから、「消費者庁として消費者志向経営を実

践する上で最低限求める基本要件」設問を明示し、基本要件には必ず回答いただくことにす

る。その上で、主に自由記述に記載されている活動内容により選考を行うこととし、全ての

設問に回答することは求めない。総合枠及び特別枠における設問内容は以下のとおりであ

る。 

 

図表 ３-16 総合枠及び特別枠における設問内容 
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（２） 複数事業者協働取組枠の選考 

複数事業者協働取組枠は消費者を向いた「複数事業者による協働取組活動」を見る表彰

であるため、設問表は、基本要件設問と複数事業者による具体的協働取組設問のみに絞り込

み設定する。応募事業者のうち代表で申請を行う事業者は「消費者庁として消費者志向経営

を実践する上で最低限求める基本要件」設問、及び協働取組に関する自由記述を回答いただ

く。他の応募事業者は、「消費者庁として消費者志向経営を実践する上で最低限求める基本

要件」設問のみ回答いただくこととする。各社の基本要件の取組状況を審査の上、協働取組

に関する自由記述に記載されている活動内容により選考を行う。複数事業者協働取組枠に

おける設問内容は以下のとおりである。 

 

図表 ３-17 複数事業者協働取組枠における設問内容 
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（３） 基本要件設問 

基本要件設問として、全事業者に必ず回答を求める選択式設問を設定する。基本要件の

設問は「消費者庁として消費者志向経営を実践する上で最低限求める要件」の設問であり、

以下の設問で構成される。基本要件設問は、設問表に★印を付けて、応募者に判別できるよ

うにする。 

 

図表 ３-18 基本要件設問 

 

 

３．６ 令和３年度表彰の設問表 

令和３年度表彰の設問表は総合枠・特別枠用及び複数事業者協働取組枠用の２種類であ

る。総合枠・特別枠用は別紙１、複数事業者協働取組枠用は別紙２、３のとおりである。 

 

３．７ 令和３年度表彰におけるその他検討事項 

３．７．１ 消費者志向経営推進組織による自主宣言事業者の確認

内容 

表彰において、消費者志向経営推進組織は、特別枠及び複数事業者協働取組枠に応募し

た企業に対して「消費者志向自主宣言事業者として認められるか否か」の判断を行うことと

し、図表３-19の場合、自主宣言事業者として認めないこととしている。 
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図表３‐19 消費者志向経営推進組織による自主宣言事業者の確認内容 

 

 

３．７．２ 表彰の連続受賞の可否の考え方 

連続受賞に対する考え方は令和２年度表彰と同様の扱いとし、図表３‐20のとおりとす

る。大臣表彰、長官表彰及び選考委員長賞を連続で受賞した事業者は、１年は応募できない

ものとする。なお、令和３年度表彰においては該当する企業は無い。 

 

図表３‐20 連続受賞の可否の考え方 

 

 

３．７．３ 選考委員の利益相反 

令和３年度表彰に当たり、委員と応募事業者の利害関係について確認を行った。委員の

利益相反についての対応方針は図表３‐21 のとおり、各委員に対して、委員と応募事業者
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との間の利害関係の有無について事前に報告を求めることとし、利益相反関係がある事業

者については、事前選考の段階で点数を付けないこととした。また、選考委員会でも当該事

業者について発言はしないこととする。なお、ここでいう利害関係は以下のとおりである。 

(ア) 審査対象となる年度の表彰の前年度の４月１日から報告時点までにおいて、応

募事業者の役員、従業員又は当該事業者から定期的に報酬を得る顧問等に就任し

ている又は就任していた場合 

(イ) 審査対象となる年度の表彰の前年度の４月１日から報告時点までにおいて、応

募事業者から年間 500 万円を超える寄付金・契約金等を受領した場合 

(ウ) 審査対象となる年度の表彰の前年度の４月１日から報告時点までにおいて、応

募事業者の当該応募に係る消費者志向経営に関連する取組に対し具体的な助言を

行うなど密接に関与した場合 

(エ) ア～ウのほか、応募事業者との間で、適正な審査に疑念を生じさせると考えられ

る特別の利害関係を有すると消費者庁が認めた場合 

 

図表３‐21 選考委員の利益相反関係について 

 

（参考）令和３年度表彰の実施 
 

１．実施概要 
以下では、令和３年度の優良事例表彰の概要として、応募枠、優良事例表彰の実施フロ

ー、選考方法、応募フォームについて示すことにする。 
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１．１ 応募枠と表彰件数について 

総合枠、特別枠、複数事業者取組枠それぞれの表彰枠を図表（参考）-１に示す。①総合

枠については、消費者を向いた経営全体を見る表彰をすることとし、大臣賞１件程度、長官

賞２件程度を表彰する。②特別枠については、消費者を向いた特定の領域での秀でた取組を

表彰することとし、長官賞３件程度を表彰する。③複数事業者協働取組枠については、複数

事業者による消費者を向いた特定の領域での秀でた協働取組を表彰することとし、選考委

員長賞１件程度を表彰することとする。 

 

図表 （参考）-１ 応募枠ごとの表彰件数 

 
 

１．２ 応募・選考実施フロー 

表彰の応募・選考フローについては図表 （参考）-２のとおりである。令和３年８月２

日から 11 月 22 日までを応募期間とし、令和３年 11 月 23 日から 12 月 21 日までの間に、

消費者志向経営に高い知見を持つ有識者から構成される選考委員会により表彰候補である

事業者を選定し、12 月 22 日の表彰に関わる有識者検討会において、表彰企業を決定した。 
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図表 （参考）-２ 応募・選考実施フロー 
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１．３ 消費者志向経営推進組織について 

消費者志向経営推進組織の概要について図表 （参考）-３に示す。消費者志向経営推進

組織（プラットフォーム）とは、事業者団体、消費者団体及び行政機関によって構成され、

事業者と連携を図りながら、消費者への事業者の消費者志向経営の取組の認知度向上・浸透

等、消費者志向経営の全国的な推進活動を展開している組織である。ここでは、３．７．１

のとおり自主宣言事業者として認められるかの判断を行うこととしている。 

 

図表 （参考）-３ 消費者志向経営推進組織 
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１．４ 選考委員について 

優良事例表彰の選考委員は図表 （参考）-４のとおりである。 

 

図表 （参考）-４ 令和３年度表彰 選考委員 

 

 

２．企業選定 

事務局での事前選考と 12 月 22 日の選考委員会を経て、総合枠、特別枠及び複数事業者

協働取組枠の表彰企業を選定した。表彰企業と選定理由は以下のとおりである。 

 

２．１ 総合枠の結果及び選考理由 

【内閣府特命担当大臣表彰：１件】 

 ピジョン株式会社 

年間数万人にも及ぶアンケートや、母親と乳児が安心して参加できるモニタールーム整

備を行い年間 250 組以上の授乳の行動観察を実施する等、消費者のニーズ・声を積極的に収

集している。そして、その結果を他社と差別化した商品開発につなげている。また、本社内

に「母乳バンク」を開設し、極低出生体重児の命を守るための普及活動を促進するなど、社

会課題の解決に向けた取組を積極的に行っている。 

 

【消費者庁長官表彰：２件】 

 住友生命保険相互会社 

顧客の運動や健康診断の取組をポイント化して評価し、その評価に応じてインセンティ

ブを与えるプログラムを通して、顧客の行動変容を促している。また、顧客の声を基に、契

約者にもしものことがあった場合にあらかじめ指定された家族が契約内容の確認のほか、

各種手続ができる業界初のサービス・制度を開発した。 

 

 株式会社愛媛銀行 
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SDGsの観点から企業診断を行い、結果のフィードバックや経営方針の策定サポートを行

う等、地域銀行として地元企業に寄り添い、地域活性化を図る活動を実施している。また、

空き家対策の一環として自治体と共同でセミナー実施やリバースモーゲージの取扱いを行

う等、地域課題への取組をサービス向上にいかしている。 

 

２．２ 特別枠の結果と選考理由 

【消費者庁長官表彰：４件】 

 株式会社ロッテ 

歯科医師会や自治体と連携して「キシリトール」を配合したチューイングガムを用い、

「ガムは虫歯になりやすい」という概念を覆す虫歯予防に取り組んでいる。また、チューイ

ングガムを通じて「噛むこと」による口腔機能の改善を図り、介護予防・認知症予防など健

康寿命の延伸を目指す取組も行っている。 

 

 パルシステム生活協同組合連合会 

利用者からプラスチック削減要望に応えた国内初の紙パックを使った浴用ボディソープ

の販売や、高齢者から注文がしづらいとの声を反映させた高齢者も利用しやすい注文媒体

の作成等、環境保全や高齢社会の課題等を捉えた様々な取組を行っている。 

 

 積水ハウス株式会社 

「わが家」を世界一幸せな場所にするというビジョンに基づいたイノベーションを進め

ており、IoTの技術を用いて在宅時の安心や安全の向上を図っている。特に非接触センサー

を使い、急性疾患の可能性のある異常を検知した場合にオペレーターが安否の確認を行う

サービスを開発した。また、顧客と理想の住まいを共創することを目指し、体験型施設やオ

ープンイノベーション拠点で収集した声を研究開発に反映する取組を行っている。 

 

 株式会社クラダシ 

食品ロス削減のモデルを確立するほか、人手不足の農家へ大学生を派遣する取組を実施

している。この取組を通じて収穫された農作物が同社 Webサイト上で販売され、その利益の

一部が同社の運営する基金を通じて学生を派遣するための旅費や宿泊費として拠出される

仕組みとなっており、経済的な持続可能性を目指す取組となっている。 
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２．３ 複数事業者協働取組枠の結果と選考理由 

【選考委員長表彰：１件】 

 花王株式会社、ライオン株式会社 

使用済み詰め替えパックの回収と再生を行う「リサイクリエーション」は本来競合同士

である両社が「資源循環型社会の実現」という社会課題の解決のために消費者の行動変容を

促すべく、協業して取組を進めているもの。分別回収品を用いて水平リサイクルを可能とす

る技術開発を行う等、具体的な活動を行っている。 
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４ 今後の消費者志向経営の進化・発展のための方向性について 
４．１ 消費者志向経営の取組の現状 

消費者基本計画（令和２年３月 31日閣議決定）においては「消費者志向経営が基本認識

となる社会の実現に向け、消費者志向経営に取り組むことが、企業としての社会的責任を果

たしていると消費者を始めとした多様な者から評価され、結果として、資金調達の円滑化そ

の他企業の持続的な価値向上につながるよう、取組を進めている事業者の情報を発信する

など、環境整備に取り組む」旨が示されており、また、成長戦略フォローアップ（令和３年

６月 18日閣議決定）においても「消費者志向経営について、市場での資金調達の円滑化に

向け ESG投資等の考え方を踏まえた客観的な評価基準や制度の在り方について検討し、2021

年度内を目途に結論を得る」旨が示されているところである。 

現状、消費者志向経営の自主宣言事業者の裾野拡大は進んでいるが、消費者志向経営が

基本認識となる社会の実現に向け、自主宣言事業者の更なる裾野の拡大が求められる。また、

金融機関等も含めた様々なステークホルダーに、自主宣言事業者が評価されるための支援

が求められるところである。 

 

図表 ４-１ 消費者志向経営の取組の現状 

 

 

４．２ 消費者志向経営の普及拡大に向けた方向性 

今後、事業者が多様なステークホルダーに評価され、資金調達の円滑化等にもつなげて

いくため、消費者志向経営の取組を客観的に評価する新たな評価軸を設けるべきとの結論

に至った。 
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そのため、消費者志向経営の普及拡大の取組として、「①一般事業者向けの自主宣言事業

者を増やすための裾野拡大（以下「裾野拡大」という。）」及び「②外部から評価されるため

の自主宣言事業者向けの消費者志向経営の取組の高度化支援（以下「高度化」という。）」の

両面から取組を検討することとした。 

新たな評価軸は、裾野拡大においては、消費者志向経営を認識・理解できるためのガイ

ドとして、また、高度化支援としては、ステークホルダーが取組を客観的に評価できるよう

にするため、及び自主宣言事業者が取組を高度化させるためのガイドとしての活用を想定

している。 

 

図表 ４-２ 消費者志向経営の普及拡大に向けた方向性 

 

 

４．３ 高度化に向けた理論・ガイダンスの事例調査 

消費者志向経営の取組を客観的に評価する軸の新設を検討するに当たり、参考とすべき

既存の理論及びガイダンスについて調査を行った。 

４．３．１ 調査対象とした理論・ガイダンス 

消費者志向経営においては事業者に対し、事業を通じてどのような社会を目指したいの

かを積極的に消費者に示し、消費者から共感を得ることで、消費者と共にその社会を実現し

ていくような取組を求めている。消費者は事業者がそもそもなぜ事業を行っているのか、な

ぜその社会課題に取り組もうとしているのか、といったストーリーに共感をすることから、

事業者はなぜその事業を行っているのかという「Why」についての認識を明確化・強化し、

消費者に伝えていく必要がある。そのため、新たな評価軸においては「Why」の明確化・強

化を重視することとした。 
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加えて、取り組む事業者や投資家等からの受入れやすさも考慮し、他の既存の考え方を

踏まえつつ、評価軸を検討とすることが望ましいと考えられる。 

以上から、図表 ４‐３に記載の理論・ガイダンスを評価軸検討に当たっての参考とした。 

 

図表 ４-３ 調査対象とした理論・ガイダンスと評価軸の方向性 
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４．３．２ 参考とした理論・ガイダンスの概念や評価方法 

（１） パーパス経営/CSV経営 

パーパス経営において、企業はなぜそれを行うのか（Why）を志（パーパス）として持ち、

志の実現を目的として事業を進め、プロフィットという結果を生み続け、資本を増殖させる

という循環が持続されることが重要であるとしている。その上で、志は社員や顧客が「ワク

ワク」し、自社「ならでは」のもの、かつ実現可能なものでなければならない。このパーパ

ス経営の考え方は、消費者志向経営が事業者に求める、消費者から共感を得てあるべき社会

を共に実現するという活動と非常に親和性が高いことから、新たな評価軸を設定する上で

の参考とした。さらに、消費者志向経営の高度化に向けては、事業者の持続的な価値の向上、

すなわち経済価値の向上が伴うことを期待することから、今後、企業の発展においては社会

価値向上に加え、経済価値の向上を評価していかねばならないとする CSV 経営の考え方を

参考とした。CSV（Creating Shared Value、共通価値の創造）経営とは、抜本的な社会課題

を解決することで、経済価値を同時に増大できるとする経営モデルである。 

 

図表 ４-４ パーパス経営/CSV 経営の概念図 

 

出所：「パーパス経営」（東洋経済新報社）を基に作成 

 

（２） 価値協創ガイダンス（経済産業省） 

価値協創ガイダンスとは、企業が投資家に伝えるべき情報（経営理念やビジネスモデル、

戦略、ガバナンス等）を体系的・統合的に整理し、情報開示や投資家との対話の質を高める

ための手引として経済産業省が示しているガイダンスであり、多くの企業（特に大企業）が

参考にしていることから、これに準じた評価軸にすることで企業にとって受け入れやすい

ものになるだろうと判断し、参考とした。価値協創ガイダンスでは、事業の持続可能性・成

長においては投資家以外のステークホルダーの価値の創造が重要な要素の 1 つであるとさ

れている。その上で、経済的な価値を創出しているかどうかが問われる。 
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図表 ４-５ 価値協創ガイダンスの全体像 

 

出所：経済産業省 価値協創ガイダンスを基に作成 

 

（３） 国際統合報告フレームワーク（IIRC） 

国際統合報告フレームワークとは、財務資本の提供者（投資家等）に対し、組織がどの

ように長期にわたり価値を創造するかを説明することを主たる目的とする国際的なフレー

ムワークであり、企業が ESG/社会課題に関する取組を含めて価値創造を行うことを投資家

等外部に報告（＝統合報告書を作成）する上での考え方や含むべき内容の参考とされている。

国際統合報告フレームワーク（IIRC）では、「統合報告書は組織と主要なステークホルダー

との関係性について、その性格及び質に関する洞察を提供すると同時に、組織がステークホ

ルダーの正当なニーズと関心をどのように、どの程度理解し、考慮し、対応しているかにつ

いての洞察を提供する。」ものとしており、この点は、みんなの声を聴くという消費者志向

経営の独自性とも類似するため、評価軸の参考とする。また、IIRC では、財務資本の提供

者が利用する情報の改善という目的に沿って具体的な開示内容についても言及されている

ため、これに合わせた形での評価軸の設定が企業や投資家には分かりやすいと考えられる。 
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図表 ４-６ 国際統合報告フレームワークの全体像 

 

出所：IIRC ガイドラインを基に作成 

 

（４） ISO26000（社会的責任に関するガイダンス） 

ISO26000とは、国際的な標準規格を示す ISOシリーズの一つで、企業に限定しない組織

が持続可能な社会に向けて取り組むべき社会的な責任について示されたガイダンスである。

価値協創ガイダンスや IIRCのように、主に投資家向けの企業の情報提供に対するガイダン

スとは異なる。ISOとしては特殊で、これに関する要求事項への適合性の第三者認証を付与

するものではなく、推奨事項のパッケージを提供する手引書（ガイダンス文書）として策定

された。ISO26000（社会的責任に関するガイダンス）では、持続可能な発展に向けて対応す

べき中核主題の一つに「消費者課題」を取り上げている。消費者志向経営においては、未来

を見据えた取組だけでなく、目の前の消費者課題に対する取組を行っている企業について

も社会課題に取り組む企業として評価する。また、企業が社会的責任を実践するために必要

な手引についても記載されており、消費者志向経営の独自性の観点から、評価軸の参考とす

る。 
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図表 ４-７ ISO2600の全体像 

 

出所：ISO26000：社会的責任に関する手引きを基に作成 

 

（５） 他の認定・表彰制度 

(ア)エコアクション 21/健康経営優良法人 

サステナビリティ表彰の中でも認定数の多い「エコアクション 21（環境経営表彰制度）」

や「健康経営優良法人制度」について評価方法を見ると、いずれも当該取組について体制を

整え、企業価値向上に向けたストーリーに沿った戦略を立案し、それに伴った PDCAが回せ

ているかを評価している。この PDCA に沿った評価方法が、企業や投資家、金融機関等のス

テークホルダーには分かりやすいと想定される。実際、これらの認定を取得すると、金融機

関からの融資優遇や自治体からの奨励金・補助金等が得られる仕組みが、制度を管轄する官

公庁主体で構築され始めている。ただし、インセンティブの導入については、自治体・金融

機関の判断による。 
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図表 ４-８ エコアクション２１・健康経営優良法人の認定要件とインセンティブ 

 

出所：エコアクション２１中央事務局 HP、 

経済産業省 健康優良法人制度を基に作成 

 

(イ)くるみん認定 

くるみん認定は、次世代育成支援対策推進法にて策定が定められている労働者の仕事と

子育てに関する「一般事業主行動計画」について、計画が実行され、成果が出ているか、そ

れを公表しているかについて主に評価を行い、厚生労働大臣が認定をしている。ただ PDCA

を回しているかどうかだけではなく、成果まで求めている点が特徴である。取得した場合、

公共調達が有利になるというインセンティブが与えられる。 

 

図表 ４-９ くるみん認定の概要 

 

出所：厚生労働省職場における子育て支援、 

くるみんマーク・プラチナくるみんを基に作成 
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（６） 優良企業事例 

（１）～（４）の理論・ガイダンスをどのような事業者が実践しているかを確認するた

め、優良な取組を行っているいくつかの事業者の価値協創モデルを、統合報告書や企業独自

のレポートから参考にした。その中では、志（パーパス）・理念を踏まえての戦略の立案か

ら取組、そして成果までの一連の流れがストーリーとして明確に示されており、独自性のあ

るものとなっていた。また、重要なステークホルダーを特定し、彼らとの共創・協働を意識

した取組を行っており、このような取組はまさに消費者志向経営そのものであるため、参考

とした。したがって、消費者志向経営を推進している事業者は、投資家向けの資料から Why

や独自性、PDCA に重きを置いていることが分かり、それらを評価軸の参考とする。 
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４．４ 事例を踏まえた評価軸の検討 

４．４．１ 各理論・ガイダンスからの示唆 

参考にした各制度を踏まえ、消費者志向経営の評価軸の新設方針を図表 ４-10 に示す。 

 

図表 ４-10 各理論・ガイダンスからの示唆を踏まえた評価軸の新設方針 

 

 

４．４．２ 消費者志向経営において新設する評価軸の枠組み 

４．４．１で示した評価軸の新設方針を受け、消費者志向経営の評価軸の枠組みとして、

①どきどき・わくわくするような志(パーパス)を持ち、②志の実現に向けた自社ならではの

消費者志向戦略を立案し、③ステークホルダーとの共創・協働を意識した具体的な取組を行

い、成果を把握しながら PDCAを回し、④社会価値を向上させ、それが結果として経済価値

の向上及び志の実現につながるといった自社独自の一連のストーリーを描き実行すること

を評価できる形とした。 

 

図表 ４-11 消費者志向経営の概念図 
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４．４．３ 評価軸における評価項目と評価内容 

評価軸の活用に当たり、具体的な評価項目と評価内容を以下のとおり設定した。なお、評

価軸における「消費者」とは、現在の顧客に限定せず、事業者が提供する商品・サービスを

将来利用する、又は関与する可能性のある主体(自社従業員、取引先、地域住民など)全てを

指している。 

 

図表 ４-12 評価軸の項目と評価内容 
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４．４．４ チェックシートの作成 

評価軸に基づいた取組を事業者に行ってもらうべく、評価軸を用いたチェックシートを

作成することとした。チェックシートの作成に当たっては、目的別に裾野拡大を目的とした

基礎編チェックシートと高度化を目的とした高度化編チェックシートの２種類を作成する。

基礎編チェックシートでは、各評価軸で最低限取り組むべき必須要素と、取り組まれている

ことが望ましい推奨要素に分類し、各項目についての実施有無を問う形式とした。高度化編

チェックシートでは、各評価軸について、より詳細に取組の質を問い、定性的に記述する設

問も含めた形式とした。 

 

図表 ４-13 評価軸と各チェックシートの関係 

 

 



43 

 

４．５ 裾野拡大のための基礎編チェックシート 

基礎編チェックシートは、一般事業者が消費者志向経営について自社の状況を簡易的に

理解できるものを想定した。消費者志向経営について認知していなかった事業者において

も、チェックしてみることで自社が消費者志向経営を実践している（又は入口にいる）こと

に気付いてもらうことにより、自主宣言の裾野拡大につなげていくことが期待される。 

 

図表 ４-14 基礎編チェックシート（必須項目） 
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推奨項目は、消費者志向経営を行う上で、一般事業者が既に取り組んでいることが望ま

しい項目であるが、まだ取り組んでいない一般事業者も多くあることを想定している。消費

者志向経営に取り組むにあたって、一般事業者に不足している取組についての気付きを促

す。 

 

図表 ４-15 基礎編チェックシート（推奨項目） 
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４．６ 高度化に向けた高度化編チェックシート 

高度化編チェックシートでは、各評価軸について、目指すべき姿を細かく設定した。事

業者は消費者志向経営を高度化するに当たり、ここに記載されている項目を踏まえて、一つ

一つ深めていくことを想定した。なお、チェックする項目の数が多いことが必ずしも良いと

いうことではなく、自社の状況に応じて重視する取組を深めることにも価値があると判断

し得ることに留意すべきである。 

 

図表 ４-16 高度化に向けた詳細チェックシート 
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４．７ チェックシートの活用想定 

新設する評価軸は、①裾野拡大及び②高度化の両方で本評価軸を活用することとした。 

裾野拡大に向けては、一般事業者が消費者志向経営を認識・理解いただくためのガイド

として、また、自社が消費者志向経営を行えているのか及び何か足りていない点があるのか

について気付きを与えるためのツールとしての活用を想定している。 

また、高度化に向けては、各評価軸で高度なレベルで取り組む要素を問う選択式及び自

由記述式の高度化チェックシートを用意することにより、自主宣言事業者に取組の高度化

を促すツールとしてのほか、本チェックシートを自ら開示をすることで、様々なステークホ

ルダーの共感を得ること及び資金調達の円滑化につながることも期待するものである。 

 

図表 ４-17 チェックシートの活用想定 
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４．８ 裾野拡大と高度化に向けた検討に関するヒアリング及びその検証 

４．８．１ 専門家・実務者へのヒアリングについて 

消費者志向経営の取組の評価の在り方や評価軸案等について、金融・資本市場での活用

可能性などについての意見や今後の推進に当たっての御示唆等を頂くため、専門家（４名）

及び実務者（６社）にヒアリングを実施した。消費者志向経営の評価の在り方や評価軸案等

について、次の論点から意見を伺った。 

 消費者志向経営は資本市場の関心を得られるテーマとなり得るか？ 

 消費者志向経営の概念について 

 企業評価、特に ESG関連の取組の評価について 

 「投資」における消費者志向経営の活用可能性について 

 「融資」における消費者志向経営の活用可能性について 

 消費者志向経営が資本市場から注目されるためには、どのような取組を進

めていくべきか？ 

 裾野拡大のための取組について 

 消費者志向経営の概念/枠組みについて 

 資本市場への認知拡大について 

 評価の在り方について 

 チェックシート（特に高度化編）について 

 

４．８．２ 資本市場の関心についての意見 

それぞれの項目につき、ヒアリング対象者から意見を聴取し、整理を行った。なお、ヒ

アリング対象者からの意見は全て個人の意見であり、必ずしも当該金融機関の正式見解で

はなく、また、金融機関全ての意見を代表するものでもない。また、同様に専門家において

は、様々なバックグラウンドをお持ちの個人の見解であり、所属の大学・機関等の正式見解

ではないことに留意する。 

 

（１） 消費者志向経営の概念について 

消費者にフォーカスを当て、協働・共創によって社会価値を高めるという消費者志向経

営の概念について、ヒアリング対象者からは、おおむね賛同・共感を得た。 

図表 ４-18 消費者志向経営の概念についての意見 
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（２） 企業評価、特に ESG関連の取組の評価について 

ESG のうち、「E」に関する企業の取組については、「S」と比較すれば、評価の項目や定量

化の手法についておおむね共通の理解があるのに対し、「S」に関しては評価者や事業者の属

性によって評価テーマも様々であり、定量化も十分にはできていないのが現状である。 

 

図表 ４-19 ESG関連の取組の評価についての意見 

 

 

（３） 「投資」における消費者志向経営の活用可能性について 
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ヒアリングの結果、投資において消費者志向経営に関する開示は参考情報の一部として

活用される可能性があるという意見を頂いた。 

統合報告書を発行している事業者については、消費者志向経営の評価軸で評価される内

容について十分に開示されているため、既に統合報告書を発行している事業者ではなく、未

だ十分な情報開示をしていない事業者が、消費者志向経営を活用する可能性があると想定

される。 

 

図表 ４-20 「投資」における消費者志向経営の活用可能性についての意見 

 

 

（４） 「融資」における消費者志向経営の活用可能性について 

都市銀行では消費者志向経営に対する注目は低い。一方で、地方銀行では ESGのうち

「S」に関する取組は人権デューデリジェンスや労務管理に注目が集まっているという意

見を頂いた。中小企業も ESGの取組の必要性を徐々に感じ始めており、中小企業を顧客に

持つ地方銀行では消費者志向経営を ESGの取組の評価指標の一部として活用することへの

期待があるという意見を頂いた。 

 

図表 ４-21 「融資」における消費者志向経営の活用可能性についての意見 



51 

 

 



52 

 

４．８．３ 資本市場から注目されるための取組についての意見 

（１） 裾野拡大のための取組について 
自主宣言事業者を拡大し認知を高めることが、金融機関からも注目されることにつなが

るという意見を頂いた。 

裾野拡大のために、取り組む意義をさらに明確にする必要があり、メディアへの露出等

を増やし、消費者・事業者からの認知を高めるべきであると考えられる。 

図表 ４-22 裾野拡大のための取組についての意見 
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（２） 消費者志向経営の概念/枠組みについて 
消費者志向経営を事業者・投資家双方に理解いただくために、分かりやすさを重視した

方が良いという意見を頂いた。また、IIRCや SASBといった既存のグローバルスタンダード

や、価値協創ガイダンスとの関連性を整理した方が良く、また消費者志向経営で解決すべき

社会課題（例：消費者保護・顧客データの取扱い・人権等）を明確にした方が良いという意

見も頂いた。 

 

図表 ４-23 消費者志向経営の概念/枠組みについての意見 

 

 

（３） 資本市場への認知拡大について 
資本市場全体に対して、消費者志向経営と投融資を結び付けてもらえるようにストーリ

ー性を持った働き掛けを行う必要があるという意見を頂いた。 

 

図表 ４-24 資本市場への認知拡大についての意見 
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（４） 評価の在り方について 
事業者と金融機関の双方が、事業者の評価をしやすいように共通の指標を持つことが必

要であり、また事業者をレーティング・格付けできる方法があると評価しやすいという意見

を頂いた。 

 

図表 ４-25 評価の在り方についての意見 
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（５） チェックシート（特に高度化編）について 
チェックシートは、焦点を絞って分かりやすく短くするべきで、また事業者がチェック

シートを記入するための、マニュアルや手順書が必要であるという意見を頂いた。 

 

図表 ４-26 チェックシートについての意見 

 

 

（６） 国内外の評価・認定制度の事例について 
ヒアリングでは、以下のような国内外の評価・認定制度の動向及び事例をいくつか紹介

頂いた。これを踏まえ、今後も最新情報を注視していく。 

 

図表 ４-27 国内外の評価・認定制度の事例の紹介 

 

 

４．８．４ ヒアリングで頂いた意見を踏まえた今後の方向性 
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ヒアリングの結果、消費者志向経営の考え方と ESG投資等、既存の理論・ガイダンスの考

え方を改めて整理する必要があると分かった。本報告書の背景・目的にも記載のとおり、消

費者志向経営は「みんなの声を聴き、かついかす（現場力）」ことが特徴であり「消費者」

との「共創・協働」という”活動”を通じて、“成果”として、「社会価値」を向上すること

を目指す。この「社会価値」の向上という“成果”に関して、ESG投資と目指す所は同じで

ある。 

また、ヒアリングでは、消費者志向経営で解決すべき社会課題を明確にした方が良いとい

う意見があった。例えば、消費者保護、顧客データの取扱い、適正取引及び人権といった消

費者に関連する課題がある。しかし、解決すべき社会課題は、業種・規模等により異なるこ

とから、各事業者が主体的に明確化するべきであると考え、そのために評価軸(チェックシ

ート)を活用していただくこととする。 

資金調達の円滑化に当たっては、ESG投資の指標化を発展させていく検討も進んでいるこ

とから、引き続き国内外の指標化(ESG投資の進化)の動向を注視し、事業者向けに解決する

社会課題の例示等、情報提供も充実させる。 

 

 

図表 ４-28 消費者志向経営の考え方 

 

 

また、ヒアリング対象者からは、消費者志向経営を金融機関の投融資に活用いただくために必

要な認知が不足しているとの指摘が複数あり、そのための取組の強化への提案も多くされた。こう

したことから、認知の拡大と自主宣言事業者数の拡大が必要であり、まずは裾野拡大を第一優先

として取り組む必要がある。そのため、以下の取組を次年度以降で実施することが有益であると考

える。 

 

（１） 事業者向け説明ツールの作成 

消費者志向経営を「知らない」「興味を持った」「より深く知りたい」の３つに事業者の

消費者志向経営への関心度合いを分けて、それぞれの事業者が求める情報を意識して３種
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類の説明ツールを作成する。また、「動画」「セミナー用スライド」「社内用提案資料」を作

成する。「過年度優良事例表彰事例集」「連絡会講演資料集」の冊子制作も検討する。ツール

の作成においては、B to B事業者への認知度向上にも配慮して、分かりやすい体裁・表現

とする。また、自主宣言をする事業者のメリットを打ち出すことを意識する。 

 

図表 ４-29 事業者向け説明ツールのイメージ 

 

 

（２） ホームページの掲載内容の充実 

事業者の消費者志向経営への理解促進、自主宣言等の行動促進等を目指して、消費者庁

ホームページ(消費者志向経営推進組織を含む)の掲載内容を充実する。 

 

（３） マスコミとの連携強化 

大臣会見等を積極的に活用するなど広報の充実を図り、マスコミ等との連携強化を図り、

消費者・事業者に対して消費者志向経営の認知向上に取り組む。 
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５ 令和４年度に向けての取組 
検討会でのこれまでの議論を踏まえ、具体的に取組を進めながら、必要に応じて検討会

を開催し、消費者志向経営の進化・発展のための方向性について審議する。 

 

図表 ５-１ 令和４年度に向けての取組 

 

 

 

６ 終わりに 
昨今のコロナ禍において、消費者を取り巻く環境は急速かつ大きく変化していることか

ら、消費者の意識や行動についても変化している。その中で、消費者は、自らの責任ある選

択、例えばエシカル消費（人・社会・地域・環境に配慮した消費行動を取ること）によって
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社会をより良く変えていくことを一層意識しており、「良い消費が良い社会を創る」という

ことがウィズコロナ・アフターコロナにおける一つのキーワードであると考えられる。岸田

内閣総理大臣は、第 205回国会での所信表明演説（令和３年 10月８日）において「企業が、

長期的視点に立って、株主だけでなく、従業員も、取引先も恩恵を受けられる『三方よし』

の経営を行うことが重要」と言及されたが、消費者志向経営は、「売り手よし、買い手よし、

世間よし」の「三方よし」となる経営のための環境整備と軌を一にしており、その重要性は

今後更に増していくものと考えられる。 

事業者と消費者の共創・協働による経営の実践が、SDGs・ESGを始めとする社会価値の

向上につながり、それが企業の成長にもつながるという好循環を達成し、「新しい資本主

義」の実現に寄与するため、すなわち、「良い消費」により豊かな消費生活を実現してく

ためには、消費者志向経営に取り組む事業者の更なる裾野拡大や、取組の高度化を図る必

要がある。そこで、本報告書で取りまとめた検討結果を踏まえた推進施策を着実に実施し

ていくとともに、その取組結果の評価を行うことで、引き続き消費者志向経営の進化・発

展の方向性を検討していくべきである。なお、消費者志向経営を行う企業に対しては、投

資家等からの評価を高めるために消費者志向経営を行うのではなく、あくまでも消費者や

社会のために自社にできることはないかという考えから消費者志向経営に取り組んでもら

い、結果として評価がついてくるものであるという認識を持ってもらうことを忘れてはな

らない。 

 

以上 
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（参考）用語の解説 
ESG投資  ESG投資は、従来の財務情報だけでなく、環境（Environment）・社会

（Social）・ガバナンス（Governance）要素も考慮した投資のこと。 

 特に、年金基金など大きな資産を超長期で運用する機関投資家を中心

に、企業経営のサステナビリティを評価するという概念が普及し、気候

変動などを念頭においた長期的なリスクマネジメントや、企業の新たな

収益創出の機会（オポチュニティ）を評価するベンチマークとして、注

目されている。 

 日本においても、投資に ESGの視点を組み入れることなどを原則として

掲げる国連責任投資原則（PRI）に、日本の年金積立金管理運用独立行

政法人（GPIF）が 2015年に署名したことを受け、ESG投資が広がって

いる。 

出所：経済産業省 HP「ESG投資とは」 

SDGs  持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは，

2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として，2015

年 9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開

発のための 2030 アジェンダ」に記載された，2030年までに持続可能で

より良い世界を目指す国際目標。 

 17のゴール・169 のターゲットから構成され，地球上の「誰一人取り残

さない（leave no one behind）」ことを誓っている。 

 SDGsは発展途上国のみならず，先進国自身が取り組むユニバーサル

（普遍的）なものであり，日本としても積極的に取り組んでいる。 

出所：外務省 HP「SDGsとは？」 

CSV  CSVとは「Creating Shared Value」の略であり、日本語で「共有価値

の創造」と訳す。 

 マイケル・ポーターが、2011 年に提唱した新しい経営モデル。 

 経済価値と社会価値を同時に追求して実現しようとするアプローチ方

法。 

出所：名和高司（2015）「CSV経営戦略―本業での高収益と、社会の課題を

同時に解決する」 

脱成長  フランスの思想家セルジュ・ラトゥーシュが提唱した環境主義に重点を

置いた経済哲学的理論。 

 「人々が市場に対する依存を縮小することに成功し，専門的な欲求を製

造者によって数量化されていない／数量化不可能な使用価値を創造し，

技術と道具が優先的に役立てられるような社会的基盤を，政治的手段を

通じて保護することでたどり着くところの脱産業経済における様式」に
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基づき，経済性にとらわれない豊かな社会を再構築することを目標とし

ている。 

出所：土内俊介・萩原八郎（2014）「セルジュ・ラトゥーシュの「脱成長」

理論について」, 四国大学紀要 

ミレニア

ル世代 

 アメリカで、2000年代の初頭に成年期を迎えた世代のこと。 

 初めてのデジタルネイティブ世代であり、金融危機や格差の拡大、気候

変動問題などが深刻化する厳しい社会情勢の中で育ったことから、過去

の世代とは異なる価値観、経済感覚及び職業観などを有する。 

 明確な定義はないが、シンク・タンクのピュー・リサーチ・センター

Pew Research Center（ワシントン）は 2014年に、ミレニアル世代は

1981年から 1996 年に生まれた人々で、その人口はアメリカ全体の約 2

割、7000万人以上に上ると発表している。 

出所：日本大百科全書(ニッポニカ)「ミレニアル世代」 

インパク

ト志向金

融宣言 

 金融機関の存在目的は包括的にインパクトを捉え環境・社会課題解決に

導くことである、という想いを持つ複数の金融機関が協同し、インパク

ト志向の投融資の実践を進めて行くという考え方。 

 署名機関数は、27社。(2022年２月１日時点) 

出所：一般財団法人社会変革推進財団 HP「インパクト志向金融宣言」 

ラリー・

フィンク

氏の書簡 

 資産運用会社の米 BlackRock の会長兼最高経営責任者ラリー・フィンク

が、2022年１月に投資先企業の CEOや会長に送付した書簡。 

 「お客様の目標達成を支えるため、持続的に長期にわたってリターンを

確保する上で重要と考えるテーマ」や「ステークスホルダー資本主義」

について、書簡で取り上げている。 

出所：ブラックロック・ジャパン株式会社 HP「ラリー・フィンク 2022 

letter to CEOs」 

地域 ESG

融資促進

利子補給

事業 

 環境省の実施する ESG融資の利息の最大１%を補給する制度。 

 「ESG融資目標設定型」と「CO２削減目標設定型」の２つの利子補給制

度がある。 

 「ESG融資目標設定型」とは金融機関が自らの ESG融資に係る数値目標

の設定を行い、その目標達成に向けて行う ESG融資について利子補給を

行う制度である。 

 「CO２削減目標設定型」とは、金融機関が第三者と協働して、融資先の

二酸化炭素排出削減計画の策定を支援する場合、その達成に向けて行う

融資について利子補給する制度である。 

 本事業における ESG融資のターゲット事業は、特に CO２削減効果の高

い省エネ・省エネ事業のことを指している。 
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出所：グリーンファイナンスポータル運営事務局「地域 ESG融資促進利子補

給事業」 

IIRC  International Integrated Reporting Council（国際統合報告評議会）

の略称で、2010 年に A4S（The Prince’s Accounting for 

Sustainability Project）と GRI（Global Reporting Initiative）に

よって設立された、規制者、投資家、企業、基準設定主体、会計専門家

及び NGO により構成される国際的な連合組織。 

 IIRCは、2013年に、統合報告書の作成に係る指導原則や内容要素をま

とめた「国際統合報告フレームワーク （The International <IR> 

Framework）」を公表。 

 以降、日本をはじめ、世界で統合報告の実践が進んでいる。なお、2020

年２月に、フレームワークの改定を検討していることが発表された。 

出所：株式会社日本取引所グループ HP「ESG情報開示枠組みの紹介」 

SASB  Sustainability Accounting Standards Board（サステナビリティ会計

基準審議会）の略称で、2011 年に米国サンフランシスコを拠点に設立

された非営利団体。 

 企業の情報開示の質向上に寄与し、中長期視点の投資家の意思決定に貢

献することを目的に、将来的な財務インパクトが高いと想定される ESG

要素に関する開示基準を設定している。 

 SASB設立後、約６年に渡り、実務家、企業、投資家、学識者等を中心

にエビデンスに基づく分析・議論を重ね、2018年 11月に 11セクター

77業種について情報開示に関するスタンダードを作成し、公表した。 

 SASBスタンダードは、業種毎に企業の財務パフォーマンスに影響を与

える可能性が高いサステナビリティ課題を特定している。SASBスタン

ダードでは、企業のサステナビリティを分析する視点として、5つの局

面（Dimension）と、それに関係する 26の課題カテゴリー（General 

Issue Category）を設定しており、SASB スタンダードが規定する開示

項目はこの課題カテゴリーに紐付いている。 

出所：株式会社日本取引所グループ HP「ESG情報開示枠組みの紹介」 

MSCI指数  MSCI（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル）が算

出・公表する指数の総称。先進国、新興国、フロンティア市場（経済発

展の初期段階にある途上国）合わせて約 70カ国・地域の株式市場をカ

バーしている。 

 代表的な指数として、先進国と新興国の大型株、中型株から構成される

MSCI All Country World Index（ACWI）、先進国の大型株と中型株から

構成される MSCI World Indexなどがある。 
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 多くの機関投資家や投資信託のベンチマークとして採用されている。 

出所：野村証券株式会社 HP、証券用語解説集「MSCI指数」 
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